
知っトク社会保険（４） 

「健康保険の給付について」 

 

登場人物 

隊おじさん 自衛隊を退官後、社会保険労務士として個人事務所を開業している。 

友子    社会のことに興味を持ち始めた中学２年生。隊おじさんは叔父にあたる。 

 

前回、隊おじさんから健康保険には病気やケガの時に治療を受ける以外にも保険給付

があると聞いた友子ちゃん。その後、その話を聞くこともなく、気になって仕方がなく

なり、隊おじさんの事務所を訪れました。 

 

友子    隊おじさーん、こんにちは。この前、健康保険のその他の給付について紹 

介するねと言っていたけど、教えてくれないから気になっちゃって。 

隊おじさん あっ、忘れてた。ごめん。お客さんからちょうど団子をもらったから、団 

子を食べながら、お話ししようか。 

友子    お団子でごまかさないで、早く教えてよ。 

隊おじさん 健康保険は業務災害以外での疾病、負傷、出産などのときに給付を行う 

ことが目的なんだ。例えば、病気やケガしたときに仕事ができないと困 

るでしょ。 

友子        生活できないから困るよね。 

隊おじさん そのために「傷病手当金」という給付がある。 

友子    Ｑ:傷病手当金が支給されるときの条件は？ 

隊おじさん Ａ:以下の条件をすべて満たしたときに支給されるよ。 

①業務外での病気やケガで療養中であること。 

②療養のため、仕事ができないこと。 

③療養のために連続して３日以上休んでいること。 

④休んだ日に給与の支払いがないこと。ただし、給与の一部が支払い

されていても、支給される傷病手当金の金額以下であれば、差額分が

支給されるんだ。 

友子    Ｑ：傷病手当金は１日あたりいくらもらえるの？   

隊おじさん Ａ：1 日あたりの支給額は下記の計算式で支給される。 

（最初に傷病手当金が支給された日以前 12 ヵ月間の標準報酬月額の

平均額）÷30 日×(2/3) 

友子    Ｑ：傷病手当金はいつまでもらえるの？ 

隊おじさん Ａ：療養のために仕事を休んだ日を通算して 1 年 6 ヵ月支給されるよ。 

友子    Ｑ：傷病手当金をもらっていて、退職したらもらえなくなるの？ 



隊おじさん Ａ：退職日までに 1 年以上の被保険者期間があれば、退職しても支給され

るよ。ただし、退職日に出勤すると、支給されないから注意が必要だ。 

友子    Ｑ:出産のときはどんな給付があるの？ 

隊おじさん Ａ：「出産手当金」と「出産育児一時金」という給付がある。出産手当金 

は出産日（実際の出産が予定日後のときは出産予定日）以前 42 日から 

出産日の翌日以降 56 日の範囲で、給与が支給されない時に支給され 

るよ。１日あたりの支給額は傷病手当金の１日あたりの支給額と計算 

式は同じで、出産手当金の額よりも少ない給与が支払われているとき 

は、その差額が支給されることになっている。 

また、退職をしても、先ほどの傷病手当金と同じ条件で支給される。 

友子        Ｑ：出産育児一時金はどんな給付？ 

隊おじさん Ａ：被保険者及びその被扶養者が出産した時に一児につき 50 万円（産科

医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合または妊

娠週数 22 週未満の出産の場合は 48.8 万円）が支給される。多胎児を

出産したときは、胎児数分だけ支給されるよ。 

なお、退職日までに 1 年以上の被保険者期間があり、妊娠 4 ヵ月（85

日）以上の出産で、退職日の翌日から６ヶ月以内に出産すれば、退職

後でも支給される。 

友子    療養の給付以外にも色々あるんだね。忘れないようにしなきゃ。 

隊おじさん 読者の皆様、参考までに全国健康保険協会の保険給付の内容を表にしてみ 

ました。加入している健康保険によっては設けていない給付や逆に独自の

給付もありますので、各保険者にご確認ください。 
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